
平成２６年度  第３回 

北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議 

介護保険に関する会議 

２ 議 題 

（２）介護保険制度改正に関する国の考え方等

について 

② 予防給付の見直し 

資料３

（第３回 介護保険に関する会議 Ｈ26.9.1）    



本市における新しい介護予防・日常生活支援総合事業への移行イメージ

平成２７年度以降

【一次予防事業】
○百万人の介護予防事業
○公園で健康づくり事業 等

介
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広報・啓発

【二次予防事業】
○訪問等による介護予防支援事業
○通所型介護予防事業 等

二次予防事業対象者把握事業
（基本チェックリストの送付）

訪問介護・通所介護
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訪問看護・福祉用具等
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居宅サービス（訪問介護、通所介護等）
施設サービス（特別養護老人ホーム等）
地域密着型サービス（グループホーム等）
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新しい介護予防・日常生活支援総合事業

※平成２９年度までに開始
（条例で開始時期を明記）

広報・啓発の強化

【生活支援サービス】
○行政サービス
・訪問給食サービス
・訪問理美容サービス
・寝具洗濯乾燥消毒サービス
・緊急通報システム

○既に地域で提供されているサービス
・民間企業等による生活支援
・ＮＰＯ、ボランティア等による生活支援

①現行の訪問介護相当の訪問介護

②緩和した基準で行う生活援助

③住民主体の自主活動による生活援助

④生活機能改善に向けた専門職による短期集中の
訪問サービス

⑤通所型サービスと一体的に行われる移動支援

①現行の通所介護相当の通所介護

②緩和した基準で行うミニデイサービス

③住民主体の自主活動による通いの場

④生活機能改善に向けた専門職による短期集中の
通所サービス

訪問型サービス

通所型サービス

生活支援サービス
（配食・見守り等）

予
防

給
付

介
護
給
付

地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントの実施

平成２６年度

予防給付利用者（訪問介護・通所介護）の事業への移行

現行の予防給付利用者
（訪問介護・通所介護）

総合事業利用者
（訪問型・通所型）

○要支援認定の更新時から順次総合事業へ移行（１年間で事業への移行が完了）

【一般介護予防事業】

○介護予防把握事業 ○介護予防普及啓発事業
○地域介護予防活動支援事業 ○一般介護予防事業評価事業
○地域リハビリテーション活動支援事業
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〔現行と同様〕

〔現行と同様〕

新しい総合事業における介護
予防ケアマネジメント体制の整備

ケアマネジメント

地域による基盤づくりを支援

〔一
部
が
移
行
〕

予防給付のケアマネジメント
〔現行と同様〕

訪問看護・福祉用具等

介護給付のケアマネジメント
〔現行と同様〕

居宅サービス（訪問介護、通所介護等）
施設サービス（特別養護老人ホーム等）
地域密着型サービス（グループホーム等）








